
　　　　　　　　　　横浜　地方裁判所　平成 １５年（再ロ）第　１１１号
再　　生　　計　　画　　案
　　　　　　　平成　１５年　１０月　１日
　　　　　　　　再  生　債 務 者  氏　名　　松　田　　太　郎　　　　　㊞
　　　　　　　　再生債務者代理人　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　
第１　再生債権に対する権利の変更
      再生債務者は，各再生債権者からそれぞれが有する再生債権について，
　　１　再生債権の元本及び再生手続開始決定の日の前日までの利息・損害金につ　いての合計額の　７５　パーセントに相当する額
　　２　再生手続開始決定の日以降の利息・損害金については全額
　　　について免除を受ける。
第２　再生債権に対する弁済方法　
　　　再生債務者は，各再生債権者に対し，第１の権利の変更後の再生債権について，次のとおり分割弁済をする。
    （分割弁済の方法）
　　　再生計画認可決定の確定した日の属する月の翌月から
　　　■　　３　年　０　か月間は，毎月　月末日限り，　２．７７７パーセントの割合による金員（毎月の支払分・合計　   回）
　　　□　　　　年　　　か月間は，毎年　　　月及び　　　月の　　　日限り，　　　　　　　パーセントの割合による金員（ボーナス時の支払分・合計　　 回）
　　　□　毎年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　　日限り，　　　　　パーセントの割合による金員（合計　　　回）
第３　共益債権及び一般優先債権の弁済方法
　　　共益債権及び一般優先債権は，
　　□　随時支払う。
　　□　平成　　年　　月　　日までに一括して支払う。
　　□　下記のとおり支払う。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　支払方法（具体的に）
　　　　共益債権及び一般優先債権はありません。　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　　上
上の記載例は借金総額（再生債権総額）が４００万円あるが、３００万円を免除してもらい１００万円を３年間で分割弁済する場合です。
（注） 共益債権及び一般優先債権については，将来弁済すべきものを明示すべきものとされているので（規則８３条），個人再生手続においても，未払の共益債権（法１１９条）や一般優先債権（法１２２条）があれば，その額を記載する。
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